
転出の手続き 

 

新たに通学する学校は、お住まいになる住所によって指定されます。転出先の市町村

の役所、または教育委員会にお問合せください。 

 

転出が決まったら… 

①すぐに、学級担任までお知らせください。 

・新しい学校名 

・最終登校日 

・新しい住所と連絡先電話番号 

 

②新しい学校へできるだけ早く電話をしてください。 

 

③転出手続きのために保護者に来校していただく日にちを相談します。 

 

④来校いただき、転出先の学校に提出する書類をお渡しします。 

・在学証明書 

・転学児童教科書給与証明書 

・健康カード 

・アレルギー関係書類 

・その他 

 

⑤学校徴収金（教材費・PTA会費）についての清算処理についてお

知らせいたします。 

 

 

転校にあたって、不明な点やご相談がありましたら、教頭または教務主任（転出入業

務担当）までお問合せください。 

伊達小学校 0142-23-3033 

 


